
　

持
続
可
能
な
森
林
経
営
で
は
、
具
体
的
に
は

ど
の
よ
う
な
こ
と
が
林
業
の
現
場
で
求
め
ら
れ

る
の
で
し
ょ
う
か
？　

た
と
え
ば
、
過
度
に
伐

採
せ
ず
収
奪
的
に
な
ら
な
い
こ
と
や
、
土
壌
の

撹
乱
を
防
い
で
地
力
を
維
持
す
る
こ
と
な
ど
の

基
本
的
な
原
則
は
、
す
で
に
近
代
的
な
林
学
の

始
ま
り
の
時
期
に
お
い
て
、
考
え
ら
れ
て
き
た

「
保
続
性
（
定
期
的
に
同
量
の
木
材
を
収
穫
し
、
こ
れ
を

永
久
に
続
け
る
こ
と
）
の
原
則
」
に
連
な
る
も
の
と

い
え
ま
す
。
こ
の
「
保
続
性
の
原
則
」
を
土
台

と
し
つ
つ
、
現
代
に
お
け
る
持
続
可
能
な
森
林

経
営
で
は
、
単
に
林
業
活
動
を
維
持
す
る
だ
け

で
な
く
、森
林
の
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
（
多
面
的
機
能
）

を
発
揮
さ
せ
な
が
ら
木
材
生
産
以
外
の
社
会
の

ニ
ー
ズ
に
応
え
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
持
続
可
能
性
は
自
然
に
関
わ
る
こ
と

だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
森
林
経
営
が
経
済
的

に
持
続
で
き
る
こ
と
も
必
要
で
す
。
そ
の
た
め

に
、
経
営
的
に
安
定
し
た
収
益
を
得
る
た
め
の

需
要
の
創
出
や
、
一
貫
作
業
シ
ス
テ
ム
、
高
性

能
林
業
機
械
、Ａ
Ｉ（
人
工
知
能
）活
用
し
た
ス
マ
ー

ト
林
業
の
導
入
と
い
っ
た
よ
り
低
コ
ス
ト
で
効

率
化
さ
れ
た
林
業
を
追
求
す
る
こ
と
も
必
要
で

す
。
林
業
の
担
い
手
の
確
保
も
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

■   

生
物
多
様
性
は
、
な
ぜ
重
要
か
？

　

持
続
可
能
な
森
林
経
営
の
必
須
項
目
の
一
つ
と

し
て
生
物
多
様
性
へ
の
配
慮
が
あ
り
ま
す
。で
は
、

具
体
的
に
生
物
多
様
性
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を

意
味
し
、
な
ぜ
重
要
な
の
で
し
ょ
う
か
？

特集
◉

林業のための人工林においても
生物多様性の保全を考慮することが必要とされる時代において、
わたしたちはどのような森林経営をする必要があるのでしょうか？　

森林経営と生物多様性保全のあり方について考えます。

生物多様性と
森林経営の両立をめざして

監修： 八木橋 勉（研究ディレクター）　
宮本 和樹（生物多様性・気候変動研究拠点）、石崎 涼子（生物多様性・気候変動研究拠点）

■   

持
続
可
能
な
森
林
経
営
と
は
？

　

現
代
社
会
は
、
過
度
な
開
発
に
よ
る
自
然
環

境
の
破
壊
や
地
球
温
暖
化
に
よ
る
気
候
変
動
、

そ
れ
ら
に
と
も
な
う
野
生
生
物
の
多
様
性
の
喪

失
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
て
い
ま

す
。
自
然
環
境
の
劣
化
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た

ち
人
類
の
持
続
可
能
な
未
来
の
く
ら
し
が
お
び

や
か
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

森
林
は
、
野
生
生
物
に
と
っ
て
か
け
が
え
の

な
い
生
存
環
境
で
あ
る
と
と
も
に
、
わ
た
し
た

ち
人
類
に
と
っ
て
不
可
欠
の
資
源
で
も
あ
り
ま

す
。
自
然
生
態
系
と
し
て
の
森
林
と
、
資
源
と

し
て
人
間
が
利
用
す
る
た
め
の
森
林
経
営
を
両

立
さ
せ
る
た
め
に
、
わ
た
し
た
ち
に
は
ど
の
よ

う
な
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　
「
持
続
可
能
な
森
林
経
営
」
と
い
う
概
念
は
古

く
か
ら
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
１
９
９
２
年

の
国
連
環
境
開
発
会
議
、い
わ
ゆ
る
地
球
サ
ミ
ッ

ト
の
「
森
林
原
則
声
明
」（
▼
3
）
の
中
で
標
準

化
さ
れ
た
理
念
と
し
て
提
唱
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
後
、
持
続
可
能
な
森
林
経
営
を
評
価
す
る
た

め
の
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
プ
ロ
セ
ス
（
▼
4
）
を
は

じ
め
と
す
る
国
際
的
な
基
準
・
指
標
づ
く
り
が

進
め
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
国
連
の
持
続
可
能

な
開
発
目
標
（
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
）
の
目
標
15
「
陸
の
豊

か
さ
も
守
ろ
う
」
に
含
ま
れ
る
な
ど
、「
持
続
可

能
な
森
林
経
営
」
は
、
い
ま
で
は
広
く
知
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

モントリオール・プロセス
多くの言語・多くの文化・多くの森林　－ひとつの枠組－ 
　7つの基準、54の指標からなるモントリオール・プロセスの枠組は、12カ国の参加国において、森林経営単位から地
域レベル、国レベル、さらに国際レベルに及ぶあらゆる規模で実施されてきました。

共通言語と比較可能なデータ　－持続可能な森林経営に向けた進展－
　モントリオール・プロセスの参加国間の協力や他の森林関係プロセスの参加により、国別の森林データは様々な報告
要件に対してより使いやすく、より多くの人々がアクセスしやすく、経営手法の改善や新たな政策課題への対応により
取り組みやすいものとなりました。

　詳細については次のURLをご覧ください www.montrealprocess.org 

モントリオール・プロセス
温帯林及び寒帯林の保全と持続可能な経営の基準・指標
　モントリオール・プロセスでは多様な社会的、経済的、政治的状況を有する国々が自発的なフォーラ
ムに参加することにより、それぞれの考え方を共有するとともに、共通の課題に取り組むための協力体
制を構築し、温帯林及び寒帯林の持続可能な経営という共通の目標に向けた歩みを進めています。

モントリオール・プロセスの参加国が占める割合
• 世界の森林面積の49％
• 世界の人口の31％
• 世界の温帯林及び寒帯林面積の90％
• 世界の丸太生産量の49％
• 世界の人工林面積の58％

 

  

ロシア

中国
韓国

日本

オーストラリア

ニュージーランド

カナダ

米国

メキシコ

チリ ウルグアイ

アルゼンチン

森林生態系の
  健全性と活力の 
    維持森林生態系の

生産力の維持

生物多様性の

保全

土壌及び
  水資源の
    保全と維持

地球的
  炭素循環への寄与

社会の要望を満たす 
  長期的・多面的な
    社会・経済的便益の

法的・制度的・
  経済的な枠組

7

5

6

4

2
1

7つの基準

54の指標

      維持及び増進

9
5 2

5 3

20 10

3

さらに詳しく知りたい方は
QRコードを読み取って

ください! 

一貫した枠組み　－違いを生み出す－
　モントリオール・プロセスは、国民及び国際社会に対し、信頼性があり適切な情報をモニタ
ー、評価及び報告するため、国際的に合意され一貫性のある基準・指標の枠組を参加各
国に提供し、持続可能な森林経営を実証します。 

モントリオール・プロセスの基準・指標の枠組
• 国別報告のプロセスに組込
• 各国の政策や事業の進展を報告
• 各国の法令や森林法に参照
• 各国の森林インベントリ調査と提携 
• 各国の林業水準の発展を報告
• 各国の認証システムを補強
• 国際的な報告活動と調和

モントリオール・プロセス参加12ヵ国
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生物多様性と
森林経営の両立をめざして

特集◉

持続可能な森林経営への流れ

▶「森林原則声明」
1992 年の国連環境開発会議（UNCED）で採択され
た森林に関するはじめての世界的な合意。正式名称
は「全ての種類の森林の経営、保全及び持続可能な
開発に関する世界的合意のための法的拘束力のない
権威ある原則声明」。森林原則声明では、現在及び将
来の世代にわたって、社会的、経済的、文化的及び
精神的なニーズに応えられるよう持続可能な経営が
行われるべきこと、各国や国際社会が取り組むべき
ことなどがうたわれた。（林野庁、外務省 HP）

▶モントリオールプロセス
持続可能な森林経営を進めるために、各国が共通の「基
準と指標」を定める国際的な枠組み。1994 年にカナ
ダ・モントリオールで合意され、現在は、日本・アメ
リカ・カナダ・ロシア・中国・オーストラリアなど、
温帯〜寒帯の森林を多くもつ12か国が参加している。▶ P.13 参照

「森林原則声明」文書の 1 枚目

　United Nations Digital Library より

The Montreal Process Fact Sheet

林野庁では、持続可能な森林経営を、「森林を生態系としてとらえ、生物の多様性
の保全、木材生産量の維持、森林生態系の健全性と活力の維持、土壌と水資源の
保全等、森林のもつ多面的な機能の重要性を認識した上で、森林の保全と利用を
両立させつつ、多様なニーズに永続的に対応していこうとする森林の取扱」と定
めている。（平成 17 年度「森林及び林業の動向」（森林・林業白書））

ドイツの鉱山局長ハンス・カール・フォン・カルロヴィッ

ツ (1645-1714)が再生可能で保続的な森林経営・林業政策

の必要性を唱えた。写真は「保続原則」について書かれた

カルロヴィッツの著作の表紙。図版出典：wikipedia PDM

1 18〜 19世紀
ドイツ林学における「保続性」の誕生

「持続可能な森林経営」が世界的に標準化

1993年　国際的な森林認証制度の FSC が発足

2003年　日本の森林認証制度の SGEC が発足

1999年　ヨーロッパの

森林認証制度の PEFC が発足

森林の価値は「木材」から、「生態系・レクリエーション・水源・文化」など多面的

な機能へと広がり、木材の永続的な生産だけでは不十分との考えが生まれる。

2 20世紀後半
木材中心の保続林業から、多面的機能の森林管理へ

3 1992年
　　リオデジャネイロ地球サミット「森林原則声明」

4 1994年
　　モントリオール・プロセス
　　　（国際基準の構築）

6 2021年
　　TNFD の正式発足

2022年「昆明 ･ モントリオール生物多様性枠組」採択
　（ターゲット 15：企業や金融機関による生物多様性に関わる評価や情報の開示）
　　2023年 サステナビリティ情報開示の義務化（内閣府令改正）

5 2000年代
　　生態系サービス・ESG*・
　　　自然資本・ネイチャーポジティブへ

＊ ESG= 環境・社会・ガバナンスへの責任ある投資

http://www.montrealprocess.org
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/old-hakusho-search/wp-1-H17-ringyo-hakusho.pdf


　

生
物
多
様
性
と
は
、
学
術
的
に
は
す
べ
て
の

生
物
の
間
の
変
異
性
を
指
し
、
種
内
の
多
様
性

（
遺
伝
的
多
様
性
）、種
間
の
多
様
性
（
種
の
多
様
性
）、

そ
し
て
生
態
系
の
多
様
性
と
い
う
、
3
つ
の
レ

ベ
ル
の
多
様
性
を
含
ん
で
い
ま
す
。
生
物
の
存

在
そ
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
が
く
ら
す

環
境
や
、
相
互
作
用
も
含
め
た
包
括
的
な
視
点

と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

で
は
、
そ
う
し
た
生
物
多
様
性
が
、
な
ぜ
わ

た
し
た
ち
人
間
に
と
っ
て
も
必
要
な
の
で
し
ょ

う
か
？　

ま
ず
な
に
よ
り
も
、
生
物
多
様
性
は
、

人
間
の
生
存
基
盤
を
保
つ
う
え
で
不
可
欠
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
わ
た
し
た

ち
人
間
は
、
生
物
多
様
性
を
直
接
的
、
間
接
的

に
利
用
し
て
く
ら
し
て
い
る
の
で
す
。
上
の
図

に
、
ど
の
よ
う
に
利
用
し
て
い
る
か
例
を
あ
げ

ま
し
た
。

　

図
を
み
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
生
物
多
様
性

は
、
人
間
が
く
ら
し
て
い
く
上
で
重
要
な
経
済
・

社
会
・
文
化
・
環
境
を
支
え
る
礎
と
い
え
ま
す
。

ま
た
、
仮
に
人
間
の
役
に
立
た
な
い
と
し
て
も
、

す
べ
て
の
生
物
に
生
き
る
価
値
や
権
利
が
あ
る

と
い
う
倫
理
的
・
道
徳
的
な
見
方
も
あ
り
ま
す
。

■   

持
続
可
能
な
森
林
経
営
に
よ
る

　 

生
物
多
様
性
保
全

　

持
続
可
能
な
森
林
経
営
の
な
か
で
森
林
の
生

態
系
サ
ー
ビ
ス
の
一
つ
で
あ
る
生
物
多
様
性
保

全
機
能
を
発
揮
さ
せ
る
取
り
組
み
を
行
う
こ
と

が
重
要
で
す
が
、
森
林
経
営
の
持
続
性
と
の
両

立
が
必
要
で
す
。
森
林
経
営
の
持
続
性
を
損
な

わ
ず
に
生
物
多
様
性
保
全
を
進
め
て
い
く
た
め

に
は
、
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
が
必
要
な
の
で

し
ょ
う
か
？

　

そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
は
、
木
材
生
産
を
重
視

す
る
森
林
と
、
生
物
多
様
性
保
全
や
そ
の
他
の

機
能
の
発
揮
を
期
待
す
る
森
林
（
育
成
複
層
林
、

針
広
混
交
林
、
広
葉
樹
林
ほ
か
）
と
を
自
然
・
社
会

条
件
に
応
じ
て
分
け
て
配
置
す
る
ゾ
ー
ニ
ン
グ

と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
一
つ
の
森
林
区
画
の
な
か

で
木
材
生
産
機
能
と
生
物
多
様
性
保
全
な
ど
複

数
の
機
能
を
と
も
に
発
揮
さ
せ
る
と
い
う
考
え

方
で
す
。
木
材
生
産
を
重
視
す
る
森
林
で
あ
っ

て
も
植
栽
、
間
伐
に
よ
る
保
育
、
主
伐
、
更
新

の
サ
イ
ク
ル
を
適
切
に
管
理
す
る
こ
と
で
、
多

様
な
林
齢
や
構
造
を
も
つ
森
林
を
つ
く
り
、
生

物
多
様
性
の
保
全
に
貢
献
し
う
る
こ
と
が
、
近

年
、
保
持
林
業
な
ど
国
内
外
の
野
外
試
験
等
を

通
じ
て
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
保
持
林
業
は
、
北

海
道
や
四
国
な
ど
で
実
証
試
験
が
進
め
ら
れ
て

い
て
、
生
物
多
様
性
に
対
す
る
多
様
な
効
果
が

明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

木
材
生
産
を
目
的
と
し
た
人
工
林
を
含
む
多

様
な
森
林
に
お
い
て
、
生
物
多
様
性
の
保
全
な

ど
の
機
能
を
発
揮
さ
せ
る
こ
と
は
、
そ
の
森
林

の
付
加
価
値
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

生
物
多
様
性
に
配
慮
し
、
適
切
に
管
理
さ
れ
た

森
林
で
生
産
さ
れ
た
木
材
を
消
費
者
自
身
が
選

べ
る
よ
う
に
す
る
し
く
み
と
し
て
、
森
林
認
証
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生物多様性は、経済・社会・文化・環境を支える礎

わたしたち人間は・・・・・

ゾーニング

木材を生産する人工林と、生物

多様性の保全やその他の多面的

機能を期待する森林をわけて考

える。

近年は人工林でも大面積を一斉に伐採するのではなく、

より小さな面積で伐採収穫することで、人工林内にさまざ

まな林齢の森林を配置し、全体として見たときに生物多

様性やその他の多面的機能が高まることをめざしている。

複数の機能発揮を求める森林

人工林の中に広葉樹を残すことなどに

より針広混交林化を促進することで木

材生産と生物多様性保全など複数の機

能の発揮を期待する。

保持林業などの試み

森林生態系に注目すると、木材などの物質生産機能の他にも、
地球環境保全機能、土砂災害防止機能／土壌保全機能、水源
涵養機能などさまざまな機能がある。多様な種が存在するこ
とで、生態系は外部からの撹乱（自然災害、病害、気候変動
など）に対して強い耐性を持つため、こうした機能が持続的
に供給されやすくなることも重要。

文化や信仰においても生
物多様性から影響を受け
ている。

多様な植物から得られる
木材や繊維などを用途に
応じて使っている。

多様な植物などが織りなす自
然景観を見て楽しんだり、多
様な野生生物を観察して楽し
んだり、観光、レクリエーショ
ンにも利用している。

食料として、多様な動植
物からさまざまな種類の
栄養素を摂取している。

多様な植物や微生物など
から得られた成分を使用
した薬を使っている。

小面積の伐採地

保持林業

人工林

生物多様性の保全や
その他の

多面的機能への期待

下の写真のような、

下層植生の発達した高齢の人工林では、

多様性や多面的機能が高まる。

伐採後10年程度

までの植栽地は

草原性の生き物の

生息地になる

▶ P.6 〜 7 および、ウェブサイト
「保持林業の実証実験プロジェクト」

を参照。

森林経営の持続性と生物多様性保全の両立の考え方

生物多様性と
森林経営の両立をめざして

特集◉

木材生産と生物多様性の両立を図

る人工林の例。下層植生が発達し、

多様な生物の生息の場となる。

木材を生産する森林区画の中に広葉樹

を残すことで、生物多様性保全の機能

を期待することができる。

https://www.ffpri.go.jp/labs/refresh/index.html


制
度
（
▼
12
ペ
ー
ジ
）
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
近
年
で
は
Ｔ
Ｎ
Ｆ
Ｄ
（
自
然
関
連
財
務

情
報
開
示
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
）（
▼
13
ペ
ー
ジ
）
に
よ
り
、

企
業
が
み
ず
か
ら
の
活
動
に
お
け
る
生
物
多
様

性
へ
の
依
存
度
と
リ
ス
ク
を
客
観
的
に
評
価
し
、

企
業
活
動
と
自
然
と
の
関
わ
り
を
可
視
化
す
る

取
り
組
み
も
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

■   

森
林
認
証
の
し
く
み
と
課
題

　

わ
た
し
た
ち
が
日
々
の
く
ら
し
の
な
か
で
森

林
経
営
と
の
つ
な
が
り
を
感
じ
る
機
会
は
、
そ

れ
ほ
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
は
い
え
、
わ
た
し

た
ち
の
ま
わ
り
に
は
、
紙
や
鉛
筆
、
机
な
ど
、

木
材
を
原
料
と
す
る
製
品
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
そ
れ
ら
の
製
品
に
使
わ
れ
た
木
材
は
、
ど

の
よ
う
な
森
林
か
ら
生
産
さ
れ
た
も
の
な
の
で

し
ょ
う
か
。

　

森
林
認
証
制
度
は
、
生
物
多
様
性
に
も
配
慮

し
た
持
続
可
能
な
森
林
経
営
を
行
っ
て
い
る
森

林
を
第
三
者
機
関
が
審
査
・
認
証
す
る
し
く
み

で
す
。
認
証
さ
れ
た
森
林
か
ら
生
み
だ
さ
れ
た

木
材
や
製
品
に
は
ラ
ベ
ル
が
付
け
ら
れ
、
消
費

者
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。
日
本
で
は
い
ま
、
国
際
的
な
自
然
保
護
団

体
が
中
心
と
な
っ
て
発
足
さ
れ
た
Ｆ
Ｓ
Ｃ
認
証

と
日
本
独
自
の
し
く
み
で
あ
る
Ｓ
Ｇ
Ｅ
Ｃ
認
証

と
い
う
2
種
類
の
森
林
認
証
制
度
が
運
用
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
残
念
な
が
ら
日
本
の
消
費
者
に
は

そ
の
し
く
み
が
ま
だ
十
分
に
は
知
ら
れ
て
い
ま

せ
ん
。
環
境
保
全
に
配
慮
し
た
森
林
経
営
に
は

一
定
の
コ
ス
ト
が
か
か
り
ま
す
。
第
三
者
機
関

に
よ
る
審
査
を
受
け
認
証
を
得
る
に
は
相
応
の

認
証
費
用
も
必
要
で
す
。
こ
う
し
た
追
加
的
な

コ
ス
ト
が
商
品
価
格
に
上
乗
せ
さ
れ
、
価
格
プ

レ
ミ
ア
ム
と
し
て
生
産
者
へ
還
元
さ
れ
る
ケ
ー

ス
は
稀
で
す
。
人
々
の
消
費
行
動
が
支
え
る
し

く
み
と
し
て
は
十
分
に
機
能
し
て
お
ら
ず
、
森

林
経
営
者
の
志
や
自
治
体
な
ど
の
支
援
に
支
え

ら
れ
て
い
る
側
面
が
大
き
い
の
が
現
状
で
す
。

■   

今
後
へ
向
け
て
の
研
究
課
題

　

木
材
生
産
の
経
済
的
収
益
性
と
、
生
物
多
様

性
保
全
を
含
む
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
を
統
合
的
に

評
価
し
、
両
者
の
両
立
を
可
能
と
す
る
条
件
を
、

異
な
る
環
境
条
件
下
で
明
確
化
す
る
こ
と
が
重

要
で
す
。

　

今
後
は
、
よ
り
多
く
の
地
域
で
人
工
林
に
お

け
る
生
物
多
様
性
保
全
の
た
め
の
取
組
の
検
証

を
拡
充
す
る
と
と
も
に
、
伐
採
時
の
み
な
ら
ず
、

各
種
森
林
施
業
の
方
法
の
違
い
が
生
物
多
様
性

に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
も
体
系
的
な
評
価
が

求
め
ら
れ
ま
す
。
近
年
、
森
林
認
証
制
度
や
Ｔ

Ｎ
Ｆ
Ｄ
に
お
い
て
、
生
物
多
様
性
保
全
へ
の
寄
与

が
不
可
欠
と
さ
れ
、
企
業
は
比
較
的
簡
便
な
指

標
を
用
い
た
評
価
を
進
め
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

簡
便
な
指
標
で
ど
の
程
度
正
確
に
評
価
で
き
る

か
に
つ
い
て
は
科
学
的
検
証
が
不
可
欠
で
す
。
検

証
を
継
続
的
に
実
施
し
、
評
価
手
法
の
改
善
策

を
提
案
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

TNFD

Taskforce on Nature-related Financial Disclosures
自然関連財務情報開示タスクフォースの略称。自然資本及び生物多様性に関するリスクや機会を適切に評価し、開
示するための枠組みを構築する国際的組織。林野庁においても「生物多様性を高める林業経営の指針」や「森林に
関する TNFD 情報開示の手引き」を公表し、これらの取組を支援している。
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消費者

特集◉生物多様性と森林経営の両立をめざして

生物多様性に配慮し、
適切に管理された
森林での林業経営

適切に管理された
森から生産された木材を
適切に分別・管理して
加工・生産した製品

商品を選ぶ

認証林 認証を発行

認証を発行

FSC、SGEC/PEFC
などの森林認証組織

第三者機関

TNFD

森林認証制度は、消費行動を環境保全とつなげるしくみTNFDは、企業活動やお金の流れ全体を環境保全とつなげるしくみ

  森林認証制度 管理組織

FSC® WWF（世界自然保護基金）を中心として 1994 年に発足。国際的な森林認

証制度。日本では、2000 年に三重県尾鷲の速水林業が初めて認証を取得。
森林管理協議会
Forest Stewardship Council

SGEC/PEFC 　SGEC は日本の林業団体、環境 NGO 等により 2003 年に発足した日本独自の

制度。2016 年に国際的な森林認証プログラムである PEFC から相互承認される。

一般社団法人 緑の循環認証会議
Sustainable Green
Ecosystem Council

自然に関わる財務情報の開示
を推奨し、情報開示の項目や
開示へ向けてのステップ、枠
組みなどを提案している。

さかのぼって
情報開示

生産・加工
原料調達など

それ以降も
情報開示

流通・販売
など

事業活動の
情報開示

企業

認証材にラベルをつけることで、
持続可能な森林経営を通じて生
産された商品を消費者が選択で
きる。

ラベルの使用は SGEC/PEFC ジャパンの
承認を受けています。

認証材

生物多様性と
森林経営の両立をめざして

特集◉

（森林管理認証）

FM認証

（加工・流通過程認証）

CoC認証

▶3〜7ページの鼎談記事に登場する佐藤太一さんが事務局
長を務める「南三陸森林管理協議会」は、2015年にFSCの森
林認証を取得。WWFと共に試験的にTNFDの情報開示に取
り組み、両者の親和性を検証している。
イラストは、「TNFDが推奨する開示企業と自然の依存と影響　南三陸の
FSC®認証林におけるLEAP検証を事例に」（WWF ジャパン）より

Ⓒ WWF ジャパン

企業の活動にともなうお金の流れ全
体にわたって、自然との関係性を調
べて判定し、情報を開示することで、
企業がみずから改善点をみつけてい
くことを求めていくしくみ。

写真は、日本で初めて
FSC認証を取得した
速水林業の森林




